
交差点では
信号を守る！

交通ルールを守って
つながる笑顔

05 交差点一時停止、信号厳守

自転車もクルマと同じ自転車もクルマと同じ

一時停止を守る 信号を守る

自転車とクルマの事故は、出会い頭、右左折時が多い

違反した場合には「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」等が科せられることがあ
ります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪等に問われたり、被害者か
ら損害賠償を求められたりすることもあります。

大人も子供も
ヘルメットを
着用！！

一時不停止、信号無視は、道路交通法違反


